
議案第１８号 

   大口町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 大口町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のように定める

ものとする。 

  平成２８年３月２日提出 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令（平成２８年政令第４６号）が平成２８年４月１日に施行され

ること及び行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）が平成２８年４月１日に施

行されることに伴い、この条例の一部を改正する必要があるからである。 





   大口町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 大口町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年大口町条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

 第２６条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請

求」に改める。 

 附則第６条第２項の表１の部１の項右欄中「０．８６」を「０．８８」に改め、

同表２の部１の項右欄中「０．９１（第１級又は第２級」を「０．９２（第１級」

に、「０．９０」を「０．９１」に改め、同条第５項の表中「０．８６」を「０．８

８」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大口町消防団員等公務災害補償条例附則第６条第２項

及び第５項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた大口町

消防団員等公務災害補償条例第４条第３号に規定する傷病補償年金（以下「傷病

補償年金」という。）及び同条第２号に規定する休業補償（以下「休業補償」と

いう。）並びに同日前に支給するべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補

償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷

病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前

の例による。 
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大口町消防団員等公務災害補償条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （審査請求）  （異議申立） 

第２６条 大口町の行う非常勤消防団員等の死

亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによるものである

かどうかの認定、療養の方法、損害補償の金

額の決定その他損害補償の実施について不服

のある者は、町長に対して、審査請求をする

ことができる。 

第２６条 大口町の行う非常勤消防団員等の死

亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによるものである

かどうかの認定、療養の方法、損害補償の金

額の決定その他損害補償の実施について不服

のある者は、町長に対して、異議申立てをす

ることができる。 

   附 則    附 則 

 （他の法律による給付との調整）  （他の法律による給付との調整） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

１ 傷病補償

年金（第１

８条の２に

規定する公

務上の災害

に係るもの

を除く。） 

１ 障害厚生

年金等 

０．８８ 

２ 略 略 

２ 傷病補償

年金（第１

８条の２に

規定する公

務上の災害

に係るもの

に限る。） 

１ 障害厚生

年金等 

０．９２（第

１級の傷病等

級に該当する

障害に係る傷

病補償年金に

あっては、

０．９１） 

２ 略 略 

３～６ 略 略 略 

１ 傷病補償

年金（第１

８条の２に

規定する公

務上の災害

に係るもの

を除く。） 

１ 障害厚生

年金等 

０．８６ 

２ 略 略 

２ 傷病補償

年金（第１

８条の２に

規定する公

務上の災害

に係るもの

に限る。） 

１ 障害厚生

年金等 

０．９１（第

１級又は第２

級の傷病等級

に該当する障

害に係る傷病

補償年金にあ

っては、０．

９０） 

２ 略 略 

３～６ 略 略 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 略 ５ 略 

略 略 

障害厚生年金等（当該損害補償の ０．８８ 

略 略 

障害厚生年金等（当該損害補償の ０．８６ 
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新 旧 

事由となった障害について障害基

礎年金が支給される場合を除

く。） 

略 略 

事由となった障害について障害基

礎年金が支給される場合を除

く。） 

略 略 

６・７ 略 ６・７ 略 
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